
大 公 審 答 申 第 ５ ０ 号

平成２３年１月２７日

大分県知事 広 瀬 勝 貞 殿

大分県情報公開・個人情報保護審査会

会 長 原 口 祥 彦

個人情報の取扱原則の例外事項について（答申）

平成２３年１月１４日付け健対第２３０３号で諮問のありました大分県個人

情報保護条例（平成１３年大分県条例第４５号）第６条第１項第６号の規定に

基づく本人からの収集の原則に関する例外事項及び第７条第２項の規定に基づ

く利用及び提供の制限に関する例外事項については、審議の結果妥当な内容と

認めます。



１ 本人からの収集の原則に関する例外事項の類型

番 事務の名称 個 人 の 類 収集する 収集先 本人以外の者から収集す

号 （担当課） 型 個人情報 る理由又は必要性

１ 地域がん登録 医 療 機 関 氏名、性 医 療 機 大分県のがん患者の罹

事業 で が ん と 別、生年 関 、 他 患、生存等を把握、分析

(健康対策課） 診 断 さ れ 月日、住 の 都 道 し、今後のがん対策の効

た者 所、診断 府県 果的な推進、県民の保健

年月日、 衛生の向上への寄与及び

罹 患 内 がん医療水準の向上を図

容、部位、 るため、本人のがん告知

手術内容 が十分でない状況にある

等 ことから、本人の同意な

く、個人情報を収集する

必要がある。

２ 利用及び提供の制限に関する例外事項

番 事務の名称 個 人 の 類 提供する 提供先 利用目的以外に利用・提

号 （担当課） 型 個人情報 供する理由又は必要性

２ 地域がん登録 県 内 に 居 生 死 の 届 出 医 がん登録はがん対策の

事業 住 す る 者 別、死亡 療機関 推進及びがん医療水準の

(健康対策課） で 、 医 療 年月日、 向上を図ることを目的と

機 関 で が 死因 していることから、医療

ん と 診 断 機関における診断、手術、

さ れ た も 治療の成果を自ら評価す

の るため、医療機関の求め

に応じて患者の予後情報

（生死の別、死亡年月日、

死因）を提供することが

必要である。


